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子育て情報局

Child Information
                      

                泉南市ウェブサイト　http://www.city.sennan.lg.jp/　　　　　　　　　　                         　                                         せんなん子育てねっと　http://www.city.sennan.osaka.jp/kosodate/

協力・両方会員大募集！
　子育てボランティアを始め

てみませんか？自分の都合に

合わせて子どもを預かる有償

ボランティアの活動（１時間

700 円～）です。利用会員

に比べて協力会員は数が少な

いので、「私も何か役に立て

れば」とお考えの方、ぜひお

手伝いしてください。活動す

るには、研修の受講が必要で

す。

【とき・内容】下表のとおり

【ところ】あいぴあ泉南

【定員】10 名（申込順）

【受講料】無料

【一時保育】生後 3 か月以上

の子ども定員 3 名（申込順）

【保険】活動には、ファミリー・

サポート・センター補償保険

に加入。保険料は市が負担

【申込み】電話でファミリー・

サポート・センターへ 

1/25
㈭

1/29
㈪

2/8
㈭

2/19
㈪

①泉南市の子育て事情と子育て支援
②子どもの人権
①子どもの心・保護者の心との向き
　合い方
②子どもの生活と遊び
①食生活とアレルギー
②子どもの身体発達と事故防止
③子どもと絵本
①障害のある子どもについて
②もっと知ろう、ファミサポ

  9：20 ～ 10：50
11：00 ～ 12：30
  9：20 ～ 10：50

11：00 ～ 12：30

  9：20 ～ 10：50
11：00 ～ 12：30

  
  9：20 ～     9：50
  9：50 ～ 11：20
11：30 ～ 12：30

ファミサポ会員募集中 !
【利用会員】3 か月からおおむ

ね 12 歳までの子どものいる方

【協力会員】自宅で子どもを

預かることができる方。子ど

もの保育施設などへの送迎が

できる方。研修の受講が必要

です。都合に合わせて活動可

【両方会員】利用会員と協力

会員を兼ねることができます

【利用料】700 円～（１時間）

【保険】ファミリー・サポート・

センター補償保険に加入、保

険料は泉南市が負担します

【申込み】ファミリー・サポー

ト・センターへ

★ファミリー・サポート・センター（☎ 483-9665）
泉南市ウェブサイト＞せんなん子育てネット＞施設を探す

シリーズ：子どもの権利No.60
第４条「子どもの意見表明と参加」にせまった研究授業　その２

　泉南市内の保幼こ小中の職員でつくる泉南市人権教育

研究協議会の研究部会では、絵本「おこだでませんよう

に」（くすのきしげのり作）を教材に研究授業を行いま

した。「ぼくはいつもおこられる。いえでもがっこうで

もおこられる」という書き出しで始まる絵本の登場人物

の思いを考えながら、市内の小学 5 年生が意見を出し

合い、子どもの権利について考えました。先月に引続き

2 回目の報告です。

●子どもが大人に思うこと、大人が子どもに思うこと

　絵本の先生の怒った顔と泣いた顔を対比させ、涙の理

由から先生の気持ちを考えました。「怒りすぎて後悔し

ているんかな」「今まで（主人公の）思いに気付けなく

て、ごめんねと思っている」という意見が出ました。ま

た、主人公は七夕の短冊に「おこだでませんように」と

書き、「（先生に）自分の意見や思いを聞いてほしい。自

分のことを理解してほしい」と願っていました。絵本の

絵をよく見て話し合ったことで、双方の思いに気付くこ

とができました。

　

●日常生活の中で子どもたちが大人に思っていること

　大人に対しては、「弟や妹ばかりをかばっている」「大

人は都合が良すぎる」「スマホばかり操作していて、子

どもの話を聞いていない」という不満が出ました。子ど

もたちは自分の思いを受け止めてもらえる安心感を知っ

ているがゆえに、時と場合による大人の対応の違いに傷

ついたり、不平を感じたりしています。

●思いや意見を受け止められる心地良さが積み重ねられ

ている体験

　研究授業では、子どもの発言（意見）が出やすい状況

にありました。それは、授業者が子どもたちとの日常の

関わりの中で「みんなの気持ちや思いを受け止めるよ」

と発信しているからだと考えられます。

　日常生活の中で、子どもがたちが意見や考えを口にす

るとき、受け止める大人はざまざまな受け止め方をしま

す。子どもたちの声を聞き、その思いを受け止め、さら

に対話を深め合える子どもと大人の関係づくりを重ねて

いきましょう。

　大人はまず子どもの意見（子どもの心情等の表明や表現

を含みます）をよく聞き、子どもの心情等を受容し共感す

ることを通して子どもの意見を尊重しなければなりませ

ん。こうした子どもに対するまなざしを、大人たちが共有

し合えるようにしましょう。　　

【問合せ】泉南市子どもの権利に関する条例事務

局（人権教育課☎ 483-3672 ／ FAX483-7306

／ e-mail:jinkenkyouiku@city.sennan.lg.jp）


